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１ 地方独立行政法人大阪府立病院機構の年度評価の考え方 

 

○ 本評価委員会においては、平成 18 年 4 月 1 日に設立された地方独立行政法人大阪府立病

院機構について、平成 19 年 2 月 14 日に策定した｢地方独立行政法人大阪府立病院機構にか

かる年度評価の考え方について｣に基づき、次のとおり平成 18 事業年度の業務の実績に関す

る評価を行った。 

 

（評価の基本方針） 

年度計画及び中期計画の進捗状況等を評価し、組織・業務等に関する改善すべき点を明

らかにすることにより、組織の効率化や医療サービスの向上など、法人運営の質的向上や

病院改革の推進に資することとする。また、府民への説明責任の観点から、中期目標の達

成に向けた法人の取組状況等を分かりやすく示し、法人運営の透明性を高めることとする。 

 

（評価の方法） 

評価は「項目別評価」と「全体評価」を行う。「項目別評価」では、法人による自己評価

をもとに、業務実績に関する事実確認、法人からのヒアリング、病院視察などを通じて、

年度計画に照らして進捗状況を確認するとともに、法人の自己評価の妥当性の検証と評価

を行う。また、「全体評価」では、「項目別評価」の結果等を踏まえつつ、中期計画等の進

捗状況について総合的な評価を行う。 

なお、特に、法人化を契機とした病院改革の取り組み、例えば、自律性・機動性の発揮、

財務内容の改善、病院運営の透明性の向上、５病院の連携などについては、積極的に評価

する。 

 

○ 法人化初年度である平成 18 事業年度については、5 病院１法人化に伴う組織体制の整備

や新たな取組みが多かったことから、評価にあたっては、特に、これらの取組みが計画どお

り進捗しているのか、どのような取組み努力をしたのか、また、病院改革や財務内容の改善

にどうつながっているか、という視点に立って評価作業を行った。 
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２ 全体評価 

 

（１）評価結果と判断理由 

○ ５ページ以降に示すように、大項目のうち、「府民に提供するサービスその他の業務の質

の向上」及び「業務運営の改善及び効率化」の２つの大項目について、A 評価（「計画どお

り」進捗している）が妥当であると判断し、また、財務内容の改善についても、不良債務の

解消が「計画どおり進捗している」ことを確認した。 

○ 特に、５病院１法人化に伴う運営体制や横断的な組織を整備し、理事長のリーダーシップ

のもと経営意識の浸透に努められるとともに、各病院に権限が委譲され、自律的、主体的な

取組みが行われたこと、各病院が大阪府の医療施策の実施機関として担うべき医療（政策医

療）を着実に実施し、診療機能の充実と患者サービスの向上に取り組んだこと、また、法人

化のメリットを活かし材料費や人件費を抑制し、財務内容の改善に取り組み、成果を上げた

ことを評価する。 

○ 以上の大項目評価等の結果に加え、大阪府立病院機構の基本的な目標、平成 18 年度の重

点的な取組みなどを総合的に考慮し、平成 18 事業年度の業務実績については、「全体とし

て年度計画及び中期計画のとおりに進捗している」とした。 

 

なお、法人の取組みをふ瞰して、本評価委員会として、次の意見を付記する。 

「大阪府の病院事業の地方独立法人化は、わが国の都道府県において初めての事例であり、

多くの注目を集めている。本法人化は、５病院の１法人への統合と地方独立行政法人化という

二重の変革を経験しており、関係者の大きなエネルギーと時間が費やされている。 

法人化初年度では、５病院が１つの組織体として医療サービスを提供する体制が整えられ

た。理事長や総長・院長を中心とする運営体制が整えられ、医療サービスの効率化が目指され

るとともに、病院を構成する医師、看護師、職員などの意識も公務員的なものからサービス業

の意識へと変わりつつある。本法人化は、府民への医療サービス向上と併せ、累積資金収支赤

字（65.7 億円）の解消という大きな命題がある。平成 18 年度は、前年度より医業収益で

3.3 億円増収、医業費用で 16.6 億円節減し、資金収支決算では、目標を上回る 13 億円の黒

字を達成した。 

このような成果を見ると、本法人は、中期目標の達成に向けて着実にその第一歩を踏み出し

たと言えよう。 

  しかし、次年度以降、医療サービスの質的向上と経営の効率化を目指し、初年度の取組みを

継続し、さらなる展開を図る必要がある。経営陣の一層の創意工夫とリーダーシップが期待さ

れるところである。 

  地方独立法人への移行は、そこで働く医師、看護師、職員などが生き生きと働き、同時に患

者や府民が心地よく医療サービスを受けられることを目指したものである。医療サービスの向

上と同時に、『患者も人材も集まる病院』としてのマグネット･ホスピタルの実現に向けてさら

なる努力を期待したい。」 
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＜全体評価にあたって考慮した事項＞ 

①地方独立行政法人大阪府立病院機構の基本的な目標 

法人の基本的な目標について、次のとおり確認した。 

・大阪府立病院機構は、府域全域を対象とした高度専門医療を提供するとともに、地域医療

との連携、人材養成、臨床研究など府域の医療水準の向上に貢献する。また、患者・府民

の目線に立って、各病院が創意工夫を凝らし、きめ細かく、より満足度の高い医療サービ

スの提供に努める。さらに、将来にわたり、高度専門医療の提供など府民の期待に応えら

れるよう、経営改善のための取組みを重点的に進め、中期目標期間中に累積資金収支の赤

字、いわゆる不良債務（65.7 億円）を解消し、経営基盤の安定化を図ることを目指す。 

 

②平成１8 年度における重点的な取組み 

法人化初年度の平成 18 年度においては、次のような事項に重点的に取り組んだことを確認

するとともに、小項目評価のウェイト付けとの整合性を確認した。 

  ・地方独立行政法人として初年度となる平成 18 年度は、法人運営の基盤となる理事会や経

営会議をはじめとする運営体制を整備するとともに、法人全体の基本理念や行動指針を明

確にし、理事長のリーダーシップのもと経営意識を役職員に浸透することに努めた。また、

副院長会議などの横断的な組織を立上げ、５病院が一体となって課題に取り組むための仕

組みづくりを行うとともに、各病院の権限、裁量を拡大し、自らの目標に主体的に取り組

む仕組みを整えた。 

・医療サービスの提供については、各病院が大阪府の医療施策の実施機関として担うべき医

療（政策医療）を着実に提供するとともに、診療機能の充実や患者サービスの向上に取り

組んだ。また、医師等の人材の確保や電子カルテの導入検討など病院のＩＴ化に努めた。 

・経営の改善については、中期目標期間中に不良債務を解消するため、患者数の確保や診療

単価の向上により、収入の確保を図るとともに、ＩＴの活用やアウトソーシングによる事

務職員数の削減や SPD（Supply Processing and Distribution）導入による材料費の節

減などにより、年度計画で設定した資金収支の黒字の達成を目指した。 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 府民に提供するサ

ービスその他の業

務の質の向上 特筆すべき おおむね計画

どおり 

やや遅れてい

る 

重大な改善事

項あり 
計画どおり 

進行状況 
（5 ページ） 

Ａ Ｓ Ｂ Ｃ Ｄ 業務運営の改善 

及び効率化 特筆すべき おおむね計画

どおり 

やや遅れてい

る 

重大な改善事

項あり 
計画どおり 

（９ページ） 進行状況 

財務内容の改善 
 計画どおり進捗している。 

（11 ページ） 

 法人の基本的な目標、18 年度の重点的な取組み等を 

総合的に考慮して・・・ 

＜全体評価の評価結果＞ 

 「全体として年度計画及び中期計画のとおりに進捗している」 

  - 3 -                   



  

 

③特筆すべき取組み 

項目別評価の結果をもとに、特筆すべき取組みについて、次のとおり確認した。 

・法人運営の基盤となる理事会や経営会議をはじめとする運営体制が整備され、理事長のリ

ーダーシップのもと、役職員への経営意識の浸透が図られた。また、副院長会議や事務局

長会議、看護部長会議などの横断的な組織が立上げられ、医師の人事評価システムや看護

師採用試験の複数回実施などの導入が図られた。これらの組織改革により、府民に対する

医療サービスの改善に 5 病院が一丸になって取り組む意識が形成された。 

・各病院の総長・院長に、予算執行のほか職員数の増減等を伴わない診療科等の組織変更や

医師等の職員配置等の権限が委譲され、各病院が、医療需要や患者動向に迅速かつ弾力的

に対応できることとなった。 

・各病院が大阪府の医療施策の実施機関として担うべき医療（政策医療）について、医療ス

タッフの確保等により診療機能の充実を図った。 

・クリニカルパスの適用促進に努めたほか、各病院の自律的・弾力的な運営により、ＣＴ等

の即日検査・土曜日検査、院内施設の環境整備などに取り組み、患者への医療サービスの

一層の向上を図った。 

・５病院１法人化のメリットを活かし、5 病院で使用する医薬品や診療材料などについて、

5 年間の複数年契約で一括して事業者に委ねる SPD を導入し、材料費の削減を図った。 

 

（２）評価にあたっての意見、指摘等    

○ 医療サービスの向上と経営の効率化に向けた法人の奮闘ぶりがうかがえる。理事長をはじ

め、職員の皆さんの改革への努力がひしひしと感じられる。 

○ 病院視察により、現場において、医療サービスに効率かつ柔軟に取り組む体制づくりの変

化や法人一体となった意識の改革を実感した。現場の医療を提供する者が、生き生きとモチ

ベーションを持って仕事をできる環境は、患者へのサービス向上にもつながる。 

○ 今後とも、5 病院が連携し、高度専門医療の提供や医療サービスの向上を図るとともに、

経営の効率化に取り組むことが求められる。法人として、組織や人事、予算を柔軟に活用し、

効率を上げることはもちろん、各病院・スタッフも、各自の医療サービス提供の役割を踏ま

え、経営感覚を持って取り組むことを期待したい。 

○ 高い目標に向かって取り組んでいることは評価したいが、医療を取り巻く環境の変化の中

で、取組み意欲を持続できるような目標設定と評価が望ましい。 
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３－１ 「府民に提供するサービスその他の業務の質の向上」に関する大項目評価 

 

（１）評価結果と判断理由 

○ 71 の小項目のうち 3 項目について、Ⅱの「計画を十分に実施できていない」との評価を

行っており、小項目評価の集計結果では、Ｂ評価（「おおむね計画どおり」進捗している）と

なる。 

○ ただし、下記の＜大項目評価にあたって考慮した事項＞に示したように、クリニカルパス

適用の促進、成人病センター及び母子保健総合医療センターの医療施策の実施機関としての

役割など８項目（ウェイト付けを考慮すると 12）について、目標以上の成果を上げたこと

から、Ⅳの評価を行った。 

○ さらに、Ⅲ評価の項目においても、各病院が自律性を発揮し、院内施設の改善、ＣＴ等の

即日や土曜日検査の実施、効率的な病床管理を行うなど、十分評価できるものがある。 

○ なお、Ⅱ評価の項目について、「病床利用率の向上」は、退院患者数や診療単価は増加して

いること、「呼吸器・アレルギー医療センターの医療実施機関としての役割」は、結核新登録

患者数全体の減少や入所命令の厳格化等が要因となっていること、また、「待ち時間の改善」

は、患者満足度の課題であるが一定の取組みが行われていることを確認した。 

○ 以上のことを総合的に考慮し、大項目評価としては、Ａ評価（「計画どおり」進捗している）

が妥当であると判断した。 

 

 

 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 
評価結果 特筆すべき 

進行状況 
計画どおり 

おおむね計画

どおり 

やや遅れてい

る 

重大な改善事

項あり 

 

＜大項目評価にあたって考慮した事項＞ 

①特筆すべき小項目評価 

○ 小項目評価がⅣ（計画を上回って実施）の項目は次のとおりであった。（（ ）は小項目

評価の番号、【 】は小項目評価の結果及びウェイト付け） 

（8）成人病センターにおける難治性がん患者に対する手術体制の拡充【Ⅳ・ウェイト２】 

全国的にも不足している麻酔科医師を確保し、院内の手術待ち解消委員会の検証を踏ま

え、手術枠の拡大等による手術室の効率的運用が図られているとともに、難治性がん手術

件数が目標を上回る実績を上げたことを評価した。 

（９）成人病センターにおける臨床腫瘍科及び外来化学療法室の拡充【Ⅳ】 

平成 17 年度に設置した臨床腫瘍科において、各診療科とのチーム医療や原発不明がん

治療に積極的に取り組み、病床利用率が目標を上回るとともに、抗がん剤治療の外来シフ

トにより、外来化学療法室の利用が目標を上回ったことを評価した。 

 (11）母子保健総合医療センターにおける手術実施体制の拡充【Ⅳ】 

新たに小児外科医師や麻酔科医師を採用し、他病院との連携を図るなど手術実施体制の

充実に取り組むとともに、手術件数が増加したことを評価した。 

（13）高度医療を受けた小児等の心のケアの充実及び在宅医療の推進【Ⅳ・ウェイト２】 

英国のホスピタル・プレイ・スペシャリストの資格を有する専門スタッフを採用し、入
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院した子どもの不安やストレスへの心理的サポートに先進的に取り組んだことを評価した。 

（17）看護師職制の再編成及び病院運営への参画体制の強化【Ⅳ】 

副看護部長を管理職とし、看護部長会議を本部主催会議として開催するなど、現場の声

を経営に反映させる体制を整備するとともに、急性期・総合医療センターにおいて、法人

化を機に新たに設置した特命副院長に看護部長を登用し、柔軟な病床運営や病室等の療養

環境の改善などに取り組んだことを評価した。 

（21）クリニカルパス適用の促進【Ⅳ】 

入院における患者の負担軽減及びわかりやすい医療提供のため実施しているクリニカル

パスにつき、目標設定した４病院において、その適用が前年度を大きく上回ったこと、精

神医療センターにおいても試行的運用が実施されたこと、また、適用結果について分析し、

見直しにも取り組んでいることを評価した。 

（28）成人病センターの医療施策の実施機関としての役割【Ⅳ・ウェイト２】 

府域におけるがん医療センター機能を果たす病院として、難治性がん医療に積極的に取

り組み、難治性がん患者に対する手術件数が前年度を大きく上回ったこと、また、平成 19

年 1 月に「都道府県がん診療連携拠点病院」として厚生労働大臣から指定を受けたこと、

大阪府がん登録事業の拠点として、がんの診断・治療情報の集積・提供を行ったことを評

価した。 

（29）母子保健総合医療センターの医療施策の実施機関としての役割【Ⅳ・ウェイト２】 

多胎妊婦などのハイリスク妊産婦や超低出生体重児に対して、高度専門的な治療に取り

組み、双胎以上の分娩件数、新生児を含む 1 歳未満児の手術件数、母体緊急搬送受入れ件

数が前年度を上回るなど、総合周産期母子医療センター等としての役割を十分果たしたこ

とを評価した。 

 

○ 小項目評価がⅡ（十分実施できていない）であった項目は次のとおりであった。 

（19）病床利用率の向上【Ⅱ】 

病床利用率は、中期目標期間内に不良債務を解消する観点から、高い水準の目標値を設

定されており、近年、平均在院日数の短縮化による延入院患者数の減や患者ニーズの変化

に伴う施設機能の限界（個室・手術室等の不足）等から、目標値を達成するのが一層厳し

い環境となっている。このような状況の中、患者負担を軽減するため短い入院期間で質の

高い医療の提供に努める一方、各病院の実情に応じて、地域との連携強化や効率的な病床

管理に取り組み、退院患者数は増加し、診療単価が向上していることは評価できる。しか

し、病床利用率は医業収益の大きな要因と考えられ、医業収益が目標に至らなかったこと

を勘案し、自己評価Ⅱを妥当とする。 

（26）呼吸器・アレルギー医療センターの医療実施機関としての役割【Ⅱ】 

難治性多剤耐性結核広域圏拠点病院として、民間病院では対応困難な多剤耐性結核患者

を受け入れ、内科的治療と外科的治療の最適な選択・組み合わせによる集学的治療を実施

するとともに、結核菌の分子疫学的検査を実施して、結核蔓延状況の把握にも取り組んで

いる。また、難治性の呼吸器疾患医療、アレルギー性疾患医療のセンター機能を有する病

院として、局所麻酔下胸腔鏡検査による肺がん等の診断率の向上、気管支喘息、アトピー

性皮膚炎に関する治療・検査など高度な医療サービスを提供しており、呼吸器・アレルギ
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ー医療センターが担う医療施策の実施機関としての役割は果たしていると認められる。た

だし、評価については、呼吸器・アレルギーに関する拠点病院として、より多くの患者に

高度専門医療を提供することが重要であるとの観点から、府内全体で減少傾向にある結核

以外の指標についても実績が前年度と比べて減少したことを考慮した自己評価Ⅱは妥当と

考える。なお、今後、参考指標の設定ついて再検討する余地があると思われる。 

 （38）待ち時間の改善【Ⅱ】 

   待ち時間の改善については、各病院の実情に応じて、予約システムの改善や、待合室等

でのＢＧＭ放送などの待ち患者・家族への配慮に対する取組みが行われている。ただし、

近年の各病院の待ち時間を見ると、成人病センターを除く 4 病院が横ばいとなっており、

また、「病院顧客満足度調査」の結果においても、予約の履行や待ち時間の告知などが各病

院の課題となっていることを勘案すると、自己評価Ⅱは妥当と考える。 

 

②その他考慮すべき事項 

法人の自律性・機動性の発揮、病院運営の透明性の向上、５病院の連携など、法人化を契

機とした病院改革に係る次のような取組みを評価する。 

・レジデントや研修医の受入れに積極的に取り組み、医療スタッフの確保に努めた。 

・急性期・総合医療センターにおいて、救命救急センターの機能を充実するため、SCU（脳

卒中集中治療室）や CCU（心疾患集中治療室）の整備を図るとともに、救急車搬送や三

次救急患者を多く受け入れ、救命救急センターとしての役割を果たした。また、平成 19

年度当初の身体障害者福祉センター附属病院との統合に向け、施設改修を行うとともに、

障害者医療・リハビリテーションセンターとしての体制整備を進めた。 

 ・精神医療センターにおいて、精神保健福祉法に基づく措置入院、応急入院などの行政的医

療や、薬物中毒など他の医療機関では対応困難な難治症例を重点的に受入れるとともに、

自閉症の確定診断待機患児対策として外来診療体制の強化を図り、また、訪問看護に積極

的に取り組むなど、政策医療の役割を着実に果たした。 

・ＣＴ等の即日検査や土曜日検査の実施や、各病院の実情を踏まえて院内施設の環境改善を

行うなど患者サービスの向上に取り組んだ。さらに、「病院顧客満足度調査」の結果に基づ

き、他の病院との比較により課題を把握し、患者（顧客）サービスの一層の向上に取り組

みつつある。 

  ・５病院の統一基準として医療事故の公表基準を作成するなど、医療に関する透明性を高め

る取組みを行った。 
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＜小項目評価の集計結果＞ 

71 項目のうち 68 項目が小項目評価のⅢまたはⅣに該当しており、ウェイトを考慮すると、

Ⅲ～Ⅴの項目の割合は 80／84 と 9 割以上を占めることから、小項目評価の集計では、Ｂ評

価（「おおむね計画どおり」進捗している）となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ  

 

 

評価の

対象項

目数 

ウェイ

トを考

慮した

項目数

計画を大

幅に下回

っている

計画を十

分に実施

できてい

ない 

計画を順

調に実施

している

計画を上

回って実

施してい

る 

計画を大

幅に上回

って実施

している

高度専門医療の提供・ 

医療水準の向上 
36 47 0 ３ 32 12 ０

患者・府民サービスの 

一層の向上 
12 13 0 1 12 0 0

より安心で信頼できる質

の高い医療の提供 
16 17 0 0 17 0 0

府域の医療水準の向上へ

の貢献 
7 7 ０ ０ ７ ０ ０

68 12 ０
合計 71 84 0 ４

80 

 

（２）評価にあたっての意見、指摘等    

○ 各病院が、その機動性や柔軟性を発揮し、人材の確保や診療機能の充実、サービスの向上、

運営の効率化などを図られている点は評価したい。 

○ 医療サービスの原点は、患者を支える安心である。今後とも患者の立場を重視して、改革に

取り組んでほしい。必要なところに必要な人材を配置することは、患者重視にもつながる。 

○ 医療施策の実施機関としての役割を一層果たすため、臨床研究の推進などの取組みにも期待

したい。 

○ 各病院の取組みを互いに紹介しあうことで、５病院が刺激しあい、協力する意識も高まるの

ではないか。 
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３－２ 「業務運営の改善及び効率化」に関する大項目評価 

 

（１）評価結果と判断理由 

○ 小項目評価の集計結果では、Ａ評価（「計画どおり」進捗している）となる。 

○ 特に、運営管理体制の整備については、法人運営の基盤となる理事会や経営会議を設置

し、理事長のリーダーシップのもと経営意識の浸透が図られ、また、各病院の総長・院長

へ権限委譲を図ることにより、病院の実情に応じた自律的、主体的な取組みが行われる体

制が整備された。また、副院長会議や看護部長会議など５病院が一体となって課題に取り

組む横断的な組織が整備され、意思決定の迅速化や現場からの提案などの効果が認められ、

財務内容の改善にもつながったことから、委員会としての評価をⅣとした。 

○ なお、Ⅲ評価の項目の中でも、メリットシステム、医師の人事評価制度、ＳPD などの

導入については、法人としての自律性・機動性の発揮、財務内容の改善、５病院の連携な

どの観点から十分評価できる。 

○ 以上のことを総合的に考慮し、大項目評価としては、Ａ評価（「計画どおり」進捗してい

る）が妥当であると判断した。 

 

 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

評価結果 特筆すべき 

進行状況 
計画どおり 

おおむね計画

どおり 

やや遅れてい

る 

重大な改善事

項あり 

 

＜大項目評価にあたって考慮した事項＞ 

①特筆すべき小項目評価 

小項目評価がⅣ（計画を上回って実施）の項目は次のとおりであった。（（ ）は小項目評

価の番号、【 】は小項目評価の結果及びウェイト付け） 

（72）運営管理体制の確立【Ⅳ・ウェイト２】 

法人運営の基盤となる理事会や経営会議をはじめとする運営体制を整備し、法人化

前の大阪府の病院事業部門から一つの経営体としてのマネジメント体制を確立し、理

事長のリーダーシップのもと、役職員への経営意識の浸透を図った。各病院の総長・

院長に人事や予算の権限が委譲され、病院の実情に応じ、自律的、主体的な取組みが

行える体制となった。また、副院長会議や看護部長会議など横断的な組織の設置によ

り、５病院が１組織として効率を高める意識や競争心、相互協力関係が醸成され、医

師の人事評価システム導入や看護師の複数回募集など、これまで実施されなかった取

組みや現場の声が反映された取組みが早期に実現した。経営面での改善が、財務内容

の改善にもつながっており、これらを総合的に評価した。 

  

②その他考慮すべき事項 

法人の自律性・機動性の発揮、財務内容の改善、５病院の連携など、法人化を契機とした

病院改革に係る次のような取り組みを評価する。 
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・ＩＴの活用やアウトソーシングによる事務部門の再構築により、人件費を抑制するととも

に、民間の医療事務の専門知識を有する人材を採用した。 

・予算執行や職員数の増減等を伴わない診療科等の組織変更や医師等の職員配置、非常勤職

員の採用などを、各病院の総長・院長の権限とし、病院の医療需要や患者動向に迅速かつ

弾力的に対応し、効率的、効果的な業務運営が図られた。 

・業務等を給与に反映する医師等の人事評価システムを導入することとした。 

・法人全体及び各病院の経営改善目標の達成状況を踏まえ、その成果の一部を医療水準の向

上等に活用するメリットシステムを制度化し、各病院の経営努力を促す取組みを行った。 

・５病院１法人化のメリットを活かし、5 病院で使用する医薬品や診療材料などについて、

5 年間の複数年契約で一括して事業者に委ねる SPD を導入し、材料費の削減を図った。 

・5 病院において、クレジットカードによる診療料支払いを導入し、患者サービスの向上に

取り組んだ。 

 

＜小項目評価の集計結果＞ 

26 項目すべてが小項目評価のⅢまたはⅣに該当しており、ウェイトを考慮すると、Ⅲ～Ⅴ

の項目の割合は 31／31 となることから、小項目評価の集計では、A 評価（「計画どおり」に

進捗している）となる。 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ  

 

 

評価の

対象項

目数 

ウェイ

トを考

慮した

項目数

計 画 を 大

幅 に 下 回

っている 

計 画 を 十

分 に 実 施

で き て い

ない 

 計 画 を 順

調 に 実 施

している 

計 画 を 上

回 っ て 実

施 し て い

る 

計 画 を 大

幅 に 上 回

っ て 実 施

している 

 

 
運営管理体制の

確立  1 2 0 0 ０ ２ 0

 効率的・効果的な

業務運営 
25 29 0 0 29 0 0

 

 

 

 

（２）評価にあたっての意見、指摘等    

○ 地方独立行政法人へ移行し、法人として一体となって取り組み、財務面での成果がでてい

る。組織統合によるシナジー効果も表れており、総長や院長の意識改革が進んでいると見受

けられる。 

○ 病院視察で、現場スタッフの意識変化を実感した。自治体病院職員は公務員気質などと言

われてきたが、法人化による意識変化が現場の意識に浸透しつつあると感じた。 

○ 専門的な人材は採用・養成を行い、一般業務はアウトソーシング化するといったメリハリ

が必要。また、ＩＴや柔軟な人事配置・流動策の活用が必要であり、それを継続して行えば、

5 年後には大きな成果が期待できるのではないか。 

 

 

 

29 2 0
26 31 0 0合計 

31 
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３－３ 財務内容の改善に関する事項 

 

（１）進捗状況の確認結果 

○ 平成 18 年度の決算状況（資金収支ベース）は、前年度より 17.2 億円改善し、目標

を上回る 13 億円の黒字となった。累積資金収支の赤字（不良債務）は、法人設立時の

65.7 億円から 52.7 億円となり、中期目標期間中（平成 22 年度まで）の不良債務解

消という目標に向け、「計画どおり進捗している」ことを確認した。 

○ 診療報酬のマイナス改定や在院日数の短縮化の中、医業収益は、目標を下回ったもの

の前年度を上回る実績を上げるとともに、人件費の抑制や SPD 導入による材料費の節

減により、収支構造を改善したことを評価する。 

 

   決算状況（資金収支ベース）  （単位：億円）               

 平成 17 年度 平成 18 年度

収入   596.5   610.6 

(うち医業収益) (430.9)  (434.2) 

費用   600.7    597.6  

(うち医業費用)  (547.3)   (530.6)  

資金収支差    △4.2     13.0  

累積資金収支  △65.7   △52.7 

  

 
＜進捗状況確認の参考事項＞ 

○ 一般に、診療報酬の大幅なマイナス改定や、近年の在院日数の短縮化に伴う延入院患者数

の減少など、極めて厳しい経営環境の中で、法人の医業収益は、新入院患者数の増加や平均

在院日数の短縮等による診療単価の向上などにより、前年度を 3.3 億円上回った。 

○ 一方、医業費用は、事務部門の再編など間接部門のスリム化等による給与費の抑制や SPD

導入による材料費の縮減など効率的・効果的な業務運営を推進し、前年度に比べ 16.6 億円

削減し、目標を大きく上回る実績を上げた。 

 
（２）進捗状況の確認にあたっての意見、指摘等  

○ 平成 18 年度は、主に費用の抑制によって収支目標を達成したが、大幅な費用節減は毎

年続けられるものではない。現在の医療環境からは、医業収益の大幅な増加は期待しづら

いものの、財務面の改善を図るためには、如何に医業収益を増加させるかが課題と言わざ

るをえない。 

○ 中期目標期間における不良債務の解消の実現に向けて、経営の一層の効率化を図るため

には、費用の抑制について、今後とも引続き経営努力と工夫が求められる。 
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